
 

 知多市児童福祉法に基づく障害児通所支援の事務処理に関する規則の一部を改正

する規則をここに公布する。 

  令和８年２月１７日 

                        知多市長 伊 藤 清一郎  

知多市規則第１号 

 

   知多市児童福祉法に基づく障害児通所支援の事務処理に関する規則の 

一部を改正する規則 

 

知多市児童福祉法に基づく障害児通所支援の事務処理に関する規則（平成２４年

知多市規則第１５号）の一部を別紙のとおり改正する。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和８年２月２４日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の第２条から第１０条までの規定は、この規則の施行の日以後に行う申

請、通知及び届出並びに受給者証の交付（以下「申請等」という。）について適

用し、同日前に行った申請等については、なお従前の例による。 



 

－ １ － 

 

別紙 

（下線部分は改正箇所） 

改正後 改正前 

（通所給付決定の申請） （通所給付決定の申請） 

第２条 法第２１条の５の６第１項の規定による、法第２１条の５の３に規定す

る障害児通所給付費の支給の申請及び政令第２４条に規定する障害児通所支援

負担上限月額又は政令第２５条の１３第１項に規定する肢体不自由児通所医療

負担上限月額の適用の申請は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減

額・免除等申請書により行うものとする。 

第２条 法第２１条の５の６第１項の規定による、法第２１条の５の３に規定す

る障害児通所給付費の支給の申請及び政令第２４条に規定する障害児通所支援

負担上限月額又は政令第２５条の１３第１項に規定する肢体不自由児通所医療

負担上限月額の適用の申請は、児童発達支援通所給付費支給申請書兼利用者負

担額減額・免除等申請書（第１号様式）により行うものとする。 

２ 知多市福祉事務所長（以下「福祉事務所長」という。）は、前項の申請を承

認したときは障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決

定通知書及び通所受給者証並びに肢体不自由児通所医療受給者証（肢体不自由

児が児童発達支援と併せて治療を受ける場合に限る。）を、同項の申請を承認

しなかったときは却下決定通知書を当該通所に係る児童の保護者（以下「保護

者」という。）に交付しなければならない。 

２ 知多市福祉事務所長（以下「福祉事務所長」という。）は、前項の申請を承

認したときは児童発達支援通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免

除等決定通知書（第２号様式）及び児童発達支援通所受給者証（第３号様式）

並びに肢体不自由児通所医療受給者証（第４号様式。肢体不自由児が児童発達

支援と併せて治療を受ける場合に限る。）を、同項の申請を承認しなかったと

きは児童発達支援通所給付費等却下決定通知書（第５号様式）を当該通所に係

る児童の保護者（以下「保護者」という。）に交付しなければならない。 

３ 法第２１条の５の４に規定する特例障害児通所給付費の支給の申請は、特例

障害児通所給付費支給申請書により行うものとする。 

 

３ 法第２１条の５の４に規定する特例障害児通所給付費の支給の申請は、特例

児童発達支援通所給付費支給申請書（第６号様式）により行うものとする。 



 

－ ２ － 

 

改正後 改正前 

４ 福祉事務所長は、前項の申請に係る決定を行ったときは、特例障害児通所給

付費支給（不支給）決定通知書を保護者に交付しなければならない。 

４ 福祉事務所長は、前項の申請に係る決定を行ったときは、特例児童発達支援

通所給付費支給（不支給）決定通知書（第７号様式）を保護者に交付しなけれ

ばならない。 

（通所給付決定の変更の申請） （通所給付決定の変更の申請） 

第３条 法第２１条の５の８第１項に規定する通所給付決定の変更の申請は、障

害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書により

行うものとする。 

第３条 法第２１条の５の８第１項に規定する通所給付決定の変更の申請は、児

童発達支援通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書

（第８号様式）により行うものとする。 

２ 福祉事務所長は、前項の申請に係る決定を行ったときは、障害児通所給付費

支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書を保護者に交

付しなければならない。 

２ 福祉事務所長は、前項の申請に係る決定を行ったときは、児童発達支援通所

給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書（第９

号様式）を保護者に交付しなければならない。 

（通所給付決定の取消しの通知） （通所給付決定の取消しの通知） 

第４条 福祉事務所長は、法第２１条の５の９第１項の規定により通所給付決定

の取消しを行ったときは、支給決定取消通知書を当該取消しに係る保護者に交

付しなければならない。 

第４条 福祉事務所長は、法第２１条の５の９第１項の規定により通所給付決定

の取消しを行ったときは、児童発達支援通所給付費支給決定取消通知書（第１

０号様式）を当該取消しに係る保護者に交付しなければならない。 

（申請内容の変更及び受給者証の再交付） （申請内容の変更及び受給者証の再交付） 

第５条 第２条に規定する通所給付決定の申請内容の変更の届出は申請内容変更

届出書により、受給者証の再交付の申請は受給者証再交付申請書により行うも

第５条 第２条に規定する通所給付決定の申請内容の変更の届出は申請内容変更

届出書（第１１号様式）により、受給者証の再交付の申請は受給者証再交付申



 

－ ３ － 

 

改正後 改正前 

のとする。 請書（第１２号様式）により行うものとする。 

（障害児通所給付費の額の特例） （障害児通所給付費の額の特例） 

第６条 法第２１条の５の１１に規定する障害児通所給付費の額の特例の適用の

申請は、特例障害児通所給付費支給申請書により行うものとする。 

第６条 法第２１条の５の１１に規定する障害児通所給付費の額の特例の適用の

申請は、特例児童発達支援通所給付費支給申請書により行うものとする。 

第２項及び第３項 （略） 第２項及び第３項 （略） 

４ 福祉事務所長は、第１項の申請に係る決定を行ったときは、特例障害児通所

給付費支給（不支給）決定通知書を保護者に交付しなければならない。 

４ 福祉事務所長は、第１項の申請に係る決定を行ったときは、特例児童発達支

援通所給付費支給（不支給）決定通知書を保護者に交付しなければならない。 

（高額障害児通所給付費の支給の申請） （高額障害児通所給付費の支給の申請） 

第７条 法第２１条の５の１２第１項に規定する高額障害児通所給付費の支給の

申請は、高額障害児（通所・入所）給付費支給申請書により行うものとする。 

第７条 法第２１条の５の１２第１項に規定する高額障害児通所給付費の支給の

申請は、高額児童発達支援通所給付費支給申請書（第１３号様式）により行う

ものとする。 

２ 福祉事務所長は、前項の申請に係る決定を行ったときは、高額障害児（通

所・入所）給付費支給（不支給）決定通知書を保護者に交付しなければならな

い。 

２ 福祉事務所長は、前項の申請に係る決定を行ったときは、高額児童発達支援

通所給付費支給（不支給）決定通知書（第１４号様式）を保護者に交付しなけ

ればならない。 

（放課後等デイサービス障害児通所給付費等の支給の申請） （放課後等デイサービス障害児通所給付費等の支給の申請） 

第８条 法第２１条の５の１３第１項に規定する放課後等デイサービス障害児通

所給付費等の支給の申請は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減

第８条 法第２１条の５の１３第１項に規定する放課後等デイサービス障害児通

所給付費等の支給の申請は、児童発達支援通所給付費支給申請書兼利用者負担



 

－ ４ － 

 

改正後 改正前 

額・免除等申請書により行うものとする。 額減額・免除等申請書により行うものとする。 

２ 福祉事務所長は、前項の申請を承認したときは障害児通所給付費支給決定通

知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書を、同項の申請を承認しなかった

ときは却下決定通知書を保護者に交付しなければならない。 

２ 福祉事務所長は、前項の申請を承認したときは児童発達支援通所給付費支給

決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書を、同項の申請を承認しな

かったときは児童発達支援通所給付費却下決定通知書を保護者に交付しなけれ

ばならない。 

（障害児相談支援給付費の申請等） （障害児相談支援給付費の申請等） 

第９条 法第２４条の２６第１項に規定する障害児相談支援給付費の申請は、計

画相談支援給付費・障害児相談支援給付費申請書により行うものとする。 

第９条 法第２４条の２６第１項に規定する障害児相談支援給付費の申請は、児

童発達支援相談給付費支給申請書（第１５号様式）により行うものとする。 

２ 福祉事務所長は、前項の申請に係る決定を行ったときは、計画相談支援・障

害児相談支援給付費支給（却下）通知書を保護者に交付しなければならない。 

２ 福祉事務所長は、前項の申請に係る決定を行ったときは、児童発達支援相談

給付費支給決定（却下）通知書（第１６号様式）を保護者に交付しなければな

らない。 

３ 福祉事務所長は、前項の決定に係る取消しを行ったときは、計画相談支援給

付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書を当該取消しに係る保護者に交付

しなければならない。 

３ 福祉事務所長は、前項の決定に係る取消しを行ったときは、児童発達支援相

談給付費支給取消通知書（第１７号様式）を当該取消しに係る保護者に交付し

なければならない。 

（障害児支援利用計画案依頼の届出） （障害児支援利用計画案依頼の届出） 

第１０条 法第２１条の５の７第４項及び第２１条の５の８第３項の規定により

保護者が障害児支援利用計画案を指定障害児相談支援事業者に依頼した場合

第１０条 法第２１条の５の７第４項及び第２１条の５の８第３項の規定により

保護者が障害児支援利用計画案を指定障害児相談支援事業者に依頼した場合



 

－ ５ － 

 

改正後 改正前 

は、計画相談支援・障害児相談支援依頼（変更）届出書を福祉事務所長に提出

するものとする。 

は、児童発達支援相談依頼（変更）届出書（第１８号様式）を福祉事務所長に

提出するものとする。 

（削る） 第１号様式から第１８号様式まで （略） 

 

 


